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別添 

企業主導型保育事業費補助金実施要綱 

 

第１ 事業の目的 

この補助金は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サー

ビスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的とする。 

 

第２ 事業の内容 

１．企業主導型保育事業 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設（同項の規定による

届出がされたもののうち利用定員（児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第 49 条の

３第４号に定める入所定員をいう。以下単に「利用定員」という。）が６人以上のものに限る。）の

うち、同法第６条の３第 12項に規定する業務を目的とするものの設置者が、「第３」に基づき行う

保育事業 

２．企業主導型保育助成事業 

実施機関（事業の実施主体として内閣府から決定を受けた機関をいう。以下同じ。）が行う以下

の事業 

（１）企業主導型保育事業（運営費） 

企業主導型保育事業の実施者（以下「事業実施者」という。）に対し、当該事業に要する

経費を助成する事業 

（２）企業主導型保育事業（整備費） 

事業実施者に対し、企業主導型保育事業を行う施設（以下「企業主導型保育施設」とい

う。）の整備に要する費用を助成する事業 

（３）企業主導型保育事業（施設利用給付費） 

事業実施者に対し、企業主導型保育施設を利用する児童のうち、第３の２の（３）に規

定する児童に係る利用者負担額（第３の４の（４）①に規定する利用者負担額をいう。以

下同じ。）の軽減に要する費用を助成する事業 

（４）企業主導型保育事業（利用者負担額減免臨時給付費） 

   以下の①又は②に該当する事業をいう。 

①  令和２年４月初日から６月末日までの間、事業実施者に対し、企業主導型保育施設を

利用する児童のうち、第３の２の（３）－２①に規定する児童に係る利用者負担額の軽減

に要する費用を助成する事業 

②  令和２年７月初日から令和３年 12月末日までの間、事業実施者に対し、企業主導型保

育施設を利用する児童のうち、第３の２の（３）－２②に規定する児童に係る利用者負担

額の軽減に要する費用を助成する事業 

 

第３ 企業主導型保育事業の実施方法等 

１．事業の類型 

（１）事業の類型種別 

次の①から④までのいずれかの類型により、事業を実施するものとする。 

① 一般事業主（子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 69条第１項に定める一般 

 

別添 

企業主導型保育事業費補助金実施要綱 

 

第１ 事業の目的 

この補助金は、企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サー

ビスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的とする。 

 

第２ 事業の内容 

１．企業主導型保育事業 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設（同項の規定による

届出がされたもののうち利用定員（児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第 49 条の

３第４号に定める入所定員をいう。以下単に「利用定員」という。）が６人以上のものに限る。）の

うち、同法第６条の３第 12項に規定する業務を目的とするものの設置者が、「第３」に基づき行う

保育事業 

２．企業主導型保育助成事業 

実施機関（事業の実施主体として内閣府から決定を受けた機関をいう。以下同じ。）が行う以下

の事業 

（１）企業主導型保育事業（運営費） 

企業主導型保育事業の実施者（以下「事業実施者」という。）に対し、当該事業に要する

経費を助成する事業 

（２）企業主導型保育事業（整備費） 

事業実施者に対し、企業主導型保育事業を行う施設（以下「企業主導型保育施設」とい

う。）の整備に要する費用を助成する事業 

（３）企業主導型保育事業（施設利用給付費） 

事業実施者に対し、企業主導型保育施設を利用する児童のうち、第３の２の（３）に規

定する児童に係る利用者負担額（第３の４の（４）①に規定する利用者負担額をいう。以

下同じ。）の軽減に要する費用を助成する事業 

（４）企業主導型保育事業（利用者負担額減免臨時給付費） 

   以下の①又は②に該当する事業をいう。 

③  令和２年４月初日から６月末日までの間、事業実施者に対し、企業主導型保育施設を

利用する児童のうち、第３の２の（３）－２①に規定する児童に係る利用者負担額の軽減

に要する費用を助成する事業 

④  令和２年７月初日から令和３年９月末日までの間、事業実施者に対し、企業主導型保

育施設を利用する児童のうち、第３の２の（３）－２②に規定する児童に係る利用者負担

額の軽減に要する費用を助成する事業 

 

第３ 企業主導型保育事業の実施方法等 

１．事業の類型 

（１）事業の類型種別 

次の①から④までのいずれかの類型により、事業を実施するものとする。 

① 一般事業主（子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）第 69条第１項に定める一般 

 



（中略） 

 

ア 一般事業主に雇用されていること。 

イ 子ども・子育て支援法第 20条に定める認定（同法第 19条第１項第２号又は第３号に

掲げるものに限る。）を受けていること。 

ウ ア及びイに準じる状態にあると実施機関が認めること。（上記に拠り難い特段の事由

がある場合に限る。） 

   （３）企業主導型保育事業（施設利用給付費）の対象児童 

    ① ３歳から５歳（年度初日の前日における満年齢） 

     ア 従業員枠を利用する児童 

       全ての児童 

     イ 地域枠を利用する児童 

       （２）②イの認定を受けている児童 

    ② ０歳から２歳（年度初日の前日における満年齢） 

     ア 従業員枠を利用する児童 

       従業員枠を利用する児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が

保育の提供のあった月の属する年度（保育の提供のあった月が４月から８月までの場合に

あっては、前年度）分の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町村民税を

課されない者（これに準ずる者として、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第

１項に規定する被保護者又は児童福祉法第６条の４に規定する里親である保護者を含む。

以下「市町村民税世帯非課税者」という。）である児童 

イ 地域枠を利用する児童 

（２）②イの認定を受けている児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯

に属する者が市町村民税世帯非課税者である児童 

（３）－２ 企業主導型保育事業（利用者負担額減免臨時給付費）の対象児童 

以下の①又は②に該当する場合を対象とする。 

①  （２）の対象となる児童のうち、（３）の対象とならない児童であって、令和２年４月

初日から６月末日までに、新型コロナウイルス感染症の感染の防止等を図るため臨時

休園等や利用者に対する登園自粛の要請が行われたことなどの事由により、保育施設

を欠席した児童（当該児童に対し、当該欠席の日数に応じて、４の（４）①ウに定める

利用者負担額の設定方法により利用者負担額の軽減を実施する企業主導型保育施設の

利用児童に限る。） 

②  （２）の対象となる児童のうち、（３）の対象とならない児童であって、令和２年７

月初日から令和３年 12月末日までに、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は当

該感染症に感染した者の濃厚接触者となった職員や児童を確認した施設が当該感染症

の感染拡大の防止を図るため臨時休園等や利用者に対する登園自粛の要請を行ったこ

となどの事由により、当該保育施設を欠席した児童（当該児童に対し、当該欠席の日

数に応じて、４の（４）①ウに定める利用者負担額の設定方法により利用者負担額の

軽減を実施する企業主導型保育施設の利用児童に限る。） 

 

（以下略） 

（中略） 

 

ア 一般事業主に雇用されていること。 

イ 子ども・子育て支援法第 20条に定める認定（同法第 19条第１項第２号又は第３号に

掲げるものに限る。）を受けていること。 

ウ ア及びイに準じる状態にあると実施機関が認めること。（上記に拠り難い特段の事由

がある場合に限る。） 

   （３）企業主導型保育事業（施設利用給付費）の対象児童 

    ① ３歳から５歳（年度初日の前日における満年齢） 

     ア 従業員枠を利用する児童 

       全ての児童 

     イ 地域枠を利用する児童 

       （２）②イの認定を受けている児童 

    ② ０歳から２歳（年度初日の前日における満年齢） 

     ア 従業員枠を利用する児童 

       従業員枠を利用する児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が

保育の提供のあった月の属する年度（保育の提供のあった月が４月から８月までの場合に

あっては、前年度）分の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による市町村民税を

課されない者（これに準ずる者として、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第６条第

１項に規定する被保護者又は児童福祉法第６条の４に規定する里親である保護者を含む。

以下「市町村民税世帯非課税者」という。）である児童 

イ 地域枠を利用する児童 

（２）②イの認定を受けている児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯

に属する者が市町村民税世帯非課税者である児童 

（３）－２ 企業主導型保育事業（利用者負担額減免臨時給付費）の対象児童 

以下の①又は②に該当する場合を対象とする。 

③  （２）の対象となる児童のうち、（３）の対象とならない児童であって、令和２年４月

初日から６月末日までに、新型コロナウイルス感染症の感染の防止等を図るため臨時

休園等や利用者に対する登園自粛の要請が行われたことなどの事由により、保育施設

を欠席した児童（当該児童に対し、当該欠席の日数に応じて、４の（４）①ウに定める

利用者負担額の設定方法により利用者負担額の軽減を実施する企業主導型保育施設の

利用児童に限る。） 

④  （２）の対象となる児童のうち、（３）の対象とならない児童であって、令和２年７

月初日から令和３年９月末日までに、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は当

該感染症に感染した者の濃厚接触者となった職員や児童を確認した施設が当該感染症

の感染拡大の防止を図るため臨時休園等や利用者に対する登園自粛の要請を行ったこ

となどの事由により、当該保育施設を欠席した児童（当該児童に対し、当該欠席の日

数に応じて、４の（４）①ウに定める利用者負担額の設定方法により利用者負担額の

軽減を実施する企業主導型保育施設の利用児童に限る。） 

 

（以下略） 

 


